
議案第２号 

 

茂原市立小学校設置条例の一部を改正する条例を制定するよう市長に申し

入れることについて 

 

茂原市立小学校設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するよう市長に申し

入れます。 

 

 

令和４年１月２６日提出 

 

茂原市教育長  内 田 達 也   

 

 

茂原市立小学校設置条例の一部を改正する条例 

 

茂原市立小学校設置条例（昭和47年茂原市条例第58号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表茂原市立新治小学校の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由  本納小学校と新治小学校を統合することに伴い、所要の改正をするもの

です。 


